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１ はじめに 

  京都市ラクト健康・文化館（以下「本物件」という。）は、山科駅前地区第一種市

街地再開発事業によって整備し、京都市（以下「本市」という。）が区分所有してい

る市有財産です。 

  平成１０年１０月の開設以降、利用料金制度や指定管理者制度を取り入れるなど、

民間事業者の力を活かしながら、利用料金収入でほぼ運営経費を賄っていましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者が大きく減少したことによって、

令和３年４月からコミュニティルームを除いて休館し、令和５年３月末で指定管理

期間が満了したことから、同年４月から全館を休館しています。 

  本物件は、スポーツ施設としての役割や市民交流施設としての役割に加え、ラク

トＢの商業施設の上階に位置していることから商業施設への波及効果が期待され

ており、早期の再開が望まれています。 

  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、総合スポーツ施設の経営環境は厳しい

状況が続いている中で、本物件が果たしてきた役割を今後も果たすためには、民間

事業者の運営ノウハウを最大限に活かすことが、最も望ましい運営形態であると判

断しました。 

そこで、この度、公の施設としては廃止し、民設民営の施設として、上記の役割

を維持しつつ、安定かつ継続した施設運営を行っていただける事業者を公募型プロ

ポーザル方式（総合評価方式）（※）で広く公募することとしました。 

 

 

 

※ 公募型プロポーザル方式（総合評価方式） 

  買受希望価格及び活用計画等の提案を事業者から求め、学識経験者等で構成す

る「京都市ラクト健康・文化館活用に係る契約候補事業者選定委員会」において

総合的に審査し、最も優れた事業者を契約候補事業者として決定します。 

  なお、複数の事業者が共同して申し込むことも可能です。 
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２ 本物件の概要 

（１）区分所有建築物 

一 棟 の 建 物 の 表 示 

所   在 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９１番地 

建物の名称 ラクトＢ 

構   造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下４階付９階建 

延 床 面 積 ５０，２２０．９２㎡（公簿） 

敷地権の目的たる土地の表示 

所 在 地 番 地 目 地 積 

京都市山科区竹鼻竹ノ街道町 ９１番 宅地 ６，８０８．２４㎡ 

    

専有部分の建物の表示 

家屋番号 竹鼻竹ノ街道町９１番の５２０ 

建物の名称 ５２０ 種 類 スポーツセンター 

構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造２階建 

床 面 積 

（公簿） 

５階部分 １，３６７．０７㎡ 

６階部分 １，１７２．０９㎡ 

延床面積 ２，５３９．１６㎡ 

建 築 年 平成１０年６月１５日 

敷地権の表示 

敷地権の種類 敷地権の割合 

所有権 １,０００,０００分の１６４，０３１ 

 

（２）施設内容 

ア 名  称  京都市ラクト健康・文化館 

イ 所 在 地  京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９１番地 

ラクトＢ ５、６階 

  ウ 施設内容 

ゾ－ン区分 フロア 概      要 

プ－ル ６階 スイミングプール（２５ｍ×５コ－ス）、リラク

ゼーションプ－ル（寝湯・打たせ湯・ジャグジ

ー）、幼児用プール、屋外デッキ等 

コミュニティ

ル-ム 

６階 会議・集会・研修会・催事等市民交流スペース 

フィットネス ５階 スタジオ（156㎡：40人収容）、スポーツジム（226

㎡：70人収容） 

バックヤ-ド ５階 エントランスホール、受付カウンター、ロッカー

室、ベンダーコ－ナー、事務所等 

    ※専用駐車場はありません。 
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  エ 設備概要  監視設備、空調設備、衛生設備、プール水質・水温監視設備等 

          ※設備類や備品類の詳細は後述する「７（６）基礎資料の閲覧」

を御確認ください。 

オ 供用開始日 平成１０年１０月３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本物件の施設配置図 

 

 

３ 本物件の特長 

本物件は、本市が施行した山科駅前地区第一種市街地再開発事業によって整備し

た施設です。同事業では、４棟の再開発ビルを建築し、ホテル、ショッピングセン

ター、医療機関、アミューズメント施設、ファミリー向けマンションなどを設け、

京都の東の玄関口にふさわしい「まち」として整備しました。 

  本物件は、ショッピングセンターと同じラクトＢに設置しており、地下鉄東西線、

ＪＲ東海道線・湖西線、京阪電鉄京津線に直結しており、集客性の極めて高い場所

に立地しています。 

・ラクト山科ショッピングセンター来館者数 

令和３年度 年間５０５万人 

※平成３０年度 年間６０１万人（新型コロナウイルス感染症の影響前） 

 ・山科駅（JR・市営地下鉄・京阪）の１日当たりの乗車人員 

令和２年度 ４４，５８９人 

※京都駅（JR・地下鉄・近鉄）、四条烏丸（地下鉄・阪急）に次いで市内３番目 

  

幼児用プール  

スポーツ 

ジム 

５階 ６階 
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 ○ 周辺施設 

   ・京都市山科駅前駐車場（ラクトＢ 地下２階、地下３階）：収容台数２６４台 

   ・京都市山科駅自転車等駐車場（地下鉄山科駅下車徒歩１分） 

     収容台数 自転車１，６６８台 原動機付自転車２４８台 

○ 再開発ビル内の主な施設 

   Ａ棟：ホテル 

   Ｂ棟：商業施設、ラクト健康・文化館、駐車場、マンション 

   Ｃ棟：アスニー山科、金融機関、医療機関、マンション 

   Ｄ棟：アミューズメント施設、医療機関、業務用オフィス 

 

 

ラクトＢ 位置図 

 

４ 都市計画の概要 

  用 途 地 域 商業地域 建ペい率８０％ 容積率６００％ 

  防火・準防火地域 防火地域 

  高 度 利 用 地 区 地区名称 山科駅前地区 

  その他地域地区 ３１ｍ高度地区  

ＪＲ山科駅 

京阪山科駅 

府道四ノ宮四ツ塚線（三条通） 

ラクトＢ 

地
下
鉄
東
西
線
山
科
駅 

ラクトＡ 

ラクトＣ 

ラクトＤ 

Ｎ 
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５ 応募資格 

申込みの資格を有する者は、「６ 売却条件及び留意事項」に即した事業を行う

意思があり、次の⑴から⑺までのいずれにも該当しない者に限ります。 

なお、複数の法人からの共同提案の申込みを妨げるものではありませんが、この

場合は、すべての法人について、当該要件に該当しないことが必要となります。 

※ 共同提案の申込みを行う場合は、あらかじめ１法人を代表者と定め、その代

表者が申込み及び事業に必要な諸手続を行ってください。 

※ １法人は、重複して２件以上の共同提案の申込みを行うことはできません。 

※ 特定目的会社（SPC）等の手法を活用し、新たな法人設置を予定している場合

は、事前に本市との協議を行ってください。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、一般競争入札に参加する資格

を有しない者 

（２）京都市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第４号に規定する

暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当する者 

※ 申込資格の確認のため、京都府警察本部に照会する場合があります。 

（３）本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団の事務所及び公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念

上不適切と認められるものの用に供しようとする者並びにこれらの者の依頼を

受けて本物件の売買契約をしようとする者 

（４）法人又はその代表者が次に掲げる税等を滞納している者 

ア 法人税又は所得税 

イ 消費税 

ウ 本市の市税 

エ 本市の水道料金及び下水道使用料 

（５）代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容

疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された

日から２年を経過しない者 

（６）法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条

又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された

日から２年を経過しない者 

（７）その他本市が契約の相手方として不適当と判断する者 
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６ 売却条件及び留意事項 

（１）売却条件 

  ア 活用計画 

本物件は、山科駅前地区第一種市街地再開発事業により、市民の健康づくり

の支援や市民の交流を促進することを目的として導入した施設であり、また、

本物件が入っているラクトＢの商業施設への集客の波及効果のみならず、京都

の東の玄関口である山科駅前エリアの活性化への寄与も期待されています。 

本物件の活用に当たっては、事業者が本市から本物件を購入したうえで、事

業者において、プールやジム、コミュニティルームの機能を維持しつつ、上述

の目的や役割を踏まえて活用計画を策定し、その活用計画に基づき、施設を運

営することを条件とします。 

    なお、活用計画の策定に当たっては、施設の目的や役割を十分に理解したう

えで、プール設備を有したスポーツ施設及びコミュニティルームとして施設の

一部（概ね１００㎡）を貸しスペースとすることを条件に、以下の観点に十分

配慮してください。 

・スポーツ施設は、幅広い利用者の健康づくりに資する活用をすること 

・コミュニティルームは、市民相互の交流を促進する活動、文化的な催物及

び講習、研修、会議等（※）に活用されてきた経過を踏まえ、多世代が利

用でき、利用者間の交流を促進する活用をすること 

※使用例：空手教室、ヨガ教室、フラワーアレンジメント教室、音楽教

室、会議など 

・地下鉄山科駅直結の商業施設の上階に位置するという恵まれた立地条件を

活用し、商業施設等と連携した取組など、施設全体の集客力を高める自主

的な取組を行うこと 

イ 予定価格（最低売却価格（税抜）） 

￥１０，２００，０００－ 

※  予定価格は、修繕更新費用等を考慮した価格です。 

※ 売却価格の建物価格相当分について、消費税及び地方消費税相当分が別途かか

ります。売却価格の土地価格と建物価格の比率は、予定価格の比率（土地６２．

６％、建物３７．４％）とします。 

ウ 活用計画の履行 

所有権の移転後は、速やかに活用計画を実施し、所有権が移転した日から起

算して１０年間は、本物件を活用計画に基づいた利用に供し、本市の承諾を得

ずに所有権の移転及び使用収益権の設定をしてはなりません。 

なお、契約候補事業者選定後、活用計画の履行に必要な事項（営業時間、改

装工事等）はラクトＢ管理組合等と事前に調整してください。 

エ 管理規約等の遵守 

本物件の権利形態は区分所有のため、ラクトＢ管理組合の全体管理規約及び

施設部会管理規約、ラクトＢ管理費等取扱規則を遵守していただきます。 
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オ 修繕費の負担 

（ア）共用部 

ラクトＢ管理組合の全体管理規約及び施設部会管理規約、ラクトＢ管理費

等取扱規則等に基づき、ラクトＢの共用部分（全体共用部分及び施設共用部

分）に係る管理費及び計画修繕費の負担が必要となります。 

費用負担額は、全体共用部分及び施設共用部分の共有持ち分に応じて算出

されます。 

○共用部分の管理費（実績）：R4 約２１，３００千円（月割、前月末支払） 

○共用部分の計画修繕費（実績）：R4 約７，２００千円（①＋②） 

①：R4 約２，０００千円（例年４月頃支払、令和１０年度まで） 

②：R4 約５，２００千円（例年３月頃支払、年度により費用変動） 

（R3 ４，５５０千円、R2 約２，８６０千円、H31 約４００千円） 

  ※ 令和５年度以降に大規模修繕（約３億円）を含む長期計画修繕の

見直しが予定されており、各年の負担増が見込まれます。 

※ 本物件では、単年度ごとに必要額を負担しており、上記の費用負  

担のための修繕積立金の積立を行っていません。 

※ ラクトＢの共用部分は、全体共用部分、住宅共用部分、施設共用

部分に分かれておりますが、現時点では全体共用部分及び施設共用

部分の管理費及び計画修繕費に係る滞納はありません。 

     ○令和５年度の共用部分に係る経費の負担区分 

      ①管 理 費：所有権移転日の前日分まで  本市 

所有権移転日以降      事業者 

      ②計画修繕費：本市 

      ※令和６年度以降は、事業者の負担となります。 

（イ）専有部 

専有部分について、施設を適切に維持するために空調設備や給排水設備等、

今後１０年間で約６億円の大規模修繕が必要と見込まれます。 

また、事前の点検において当面の営業に係る専有部分の不具合が確認され

ています。同設備の修繕に当たっては事業者の負担において行ってください。 

※ 点検内容は後述する「７（６）基礎資料の閲覧」を御確認ください。 

※ 本物件では、単年度ごとに必要額を負担しており、大規模修繕に対する

修繕積立金の積立を行っていません。 

カ 帰宅困難者対策への協力 

    本物件の周辺で、災害等による帰宅困難者が発生した際は、本市からの依頼

により施設開放を求めることがあります。 

（２）留意事項 

１ 提案内容が本市等の許認可、指定等が必要となる場合であっても、売買契約の

締結等により、これらの本市の許認可、指定等が予定されるものではありません。 

２ 本市等の補助金を受けることができる施設整備及び事業を実施する場合であ

っても、売買契約の締結等により、本市等補助金の交付が予定されるものではあ

りません。 
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３ 本物件の全てを活用することを前提とした提案に限ります(共同提案において

は、共同提案者の取得持分の合計が専有部分の全てを活用する場合はその提案を

認めます)。 

４ 共同提案を行う場合は、共同提案者間で相互の計画について十分に調整を行

い、運営計画の一体性、運営面での連携等、計画相互の調和を図るとともに、本

物件における総合的な計画となるよう留意してください。 

５ 本市の承諾を得ずに活用計画の大幅な変更又は所有権の移転等を行った場合

は、違約金を請求することがあります。また、売買契約時に１０年間の買戻特約

を設定し、同特約の登記を行います。詳細については、「市有財産売買契約書（案）」

（別紙３）を参照してください。 

６ 応募を検討している事業者及び申込事業者は、本市から提供される本物件に関

わる資料の秘密を保持する義務を負い、本公募の検討にかかわる者以外の第三者

には一切漏洩及び開示してはなりません。 

７ 本物件の購入申込に当たっては、権利関係、都市計画法、建築基準法上等の法

令上の制限等について、申込事業者の責任と負担において十分に確認するととも

に、本公募の留意事項を十分承知したうえで申込をしてください。 

８ 本市は、本物件を建物内外の設備機器、外構、造作物等の一切につき、現状有

姿のまま引渡しを行い、解体撤去及び改修工事等を行いません。 

９ 建物図面やその他資料と現況が相違する場合には、引渡し日における現況を優

先します。 

10 土壌汚染調査は実施しておらず、土壌汚染の存在は不明です。 

11 地盤に関する調査について、ボーリング調査の結果を「７（６）基礎資料の閲

覧」に示す「ラクトＢに関する竣工図書」で御確認いただけます。 

12 物理探査（地中レーダー探査等）及び試掘調査を実施しておらず、本物件の地

下埋設物（通常想定される土地の利用を妨げるもので、地下（既存建物の地下部

分を除く）に存するものをいう。）の存在は不明です。 

13 施設内のアスベスト含有建材の有無に関する調査は実施していませんが、新築

時の竣工図から、内装材（各室床・壁・天井の下地・仕上材）の一部において非

飛散性アスベスト含有建材が存在する可能性があります。 

14 売却後、アスベスト含有建材や建物及び設備の不具合・故障等が発見された場

合については、契約候補事業者の負担により、各法令等に基づき、適切に対応し

てください。 

15 契約候補事業者は、売買契約の締結後、引き渡された土地及び構造物に、種類、

品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（本市が知りながら有効活用

事業者に告げなかった事実によるものを除きます。）があるときにおいても、履行

の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をするこ

とはできません。 

16 本物件の売買対象面積は、土地及び建物共に登記簿によるものとします。また、

実測面積と公簿面積が異なる場合においても過不足分の精算、地積の更正作業は

行いません。 
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７ 申込手続 

本公募に関する本物件の売却関連業務は三井不動産リアルティ株式会社に委託

しておりますので、申込手続に関するお問合せにつきましては、同社までお願いし

ます。 

（１）申込方法 

ア 提出書類 

    申込事業者の概要、財務状況等、活用計画、買受希望価格の書類 

    詳細は「提出書類一覧（別紙１）」のとおりです。 

  イ 提出期間 

    令和５年９月１１日（月）～令和５年９月１９日（火） 

水・日祝を除く、午前１０時から午後５時まで（正午から午後１時までを

除きます。） 

  ウ 提出方法 

    持参に限ります。 

    ※ 提出書類の確認等を行う必要がありますので、提出の際は、事前に電話

で連絡をお願いします。 

  エ 提出場所 

    京都市下京区四条烏丸東入る長刀鉾町８番地 京都三井ビルディング６階 

三井不動産リアルティ株式会社 

     関西支店 ソリューション営業部 京都オフィス（担当：川田） 

     電話番号 ０７５－２５５－９３３０ 

 

（２）提出書類の取扱い 

  ア 無償使用 

    本市が、本物件の売却において公表等が必要な場合は、提出書類を申込事業

者の許可なく無償で使用できるものとします。 

    また、京都市情報公開条例の規定に基づき、開示請求されたときは、公にす

ることにより、当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるものを除き、開示の対象とします。ただし、審査期間中は同

条例第７条第１項第６号の規定に基づき、開示の対象としません。 

    なお、提出書類は、理由のいかんにかかわらず、返却しないものとします。 

  イ 提出書類の変更等の禁止 

    提出書類については、本市が特に必要と認めた場合以外は、提出期間内であ

っても変更、差替え及び再提出を認めないこととします。 

 

（３）費用の負担 

   申込みに関する費用は、全て申込事業者の負担とします。 

 

（４）質疑及び回答 

  ア 質疑者の資格 

    本要項中「５ 応募資格」と同じ 
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  イ 質疑の方法 

    質疑の要旨を簡潔にまとめ、電子メール（エクセル又はワード）で送信して

ください。 

送信先：三井不動産リアルティ株式会社 関西支店 ソリューション営業部 

京都オフィス（担当：川田） 

        ractosportsplaza@mf-realty.jp 

※ 電子メールを確実に受信するため、電子メール送信後に、担当者まで電

子メールを送信した旨の電話連絡をお願いします。 

  ウ 質疑の受付期間 

    令和５年７月２４日（月）～令和５年８月８日（火） 

  エ 回答 

    令和５年８月２８日（月）までに質疑回答書をホームページに掲載します。 

    ただし、やむを得ない事情により回答が遅れる場合は、その旨をホームペー

ジに掲載します。質疑回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同等の効

力を有するものとします。 

   ＜ホームページ URL＞ 

   https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

（５）現地見学会の開催 

  ア 実施日時 

    ・令和５年７月３１日（月）①午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

②午後２時から午後４時まで 

    ・令和５年８月 １日（火）③午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

④午後２時から午後４時まで 

    ・令和５年８月 ７日（月）⑤午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

    ・令和５年８月 ８日（火）⑥午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

     ※ 現地見学会では質疑は一切受け付けません。質疑がある場合は、上記

「（４）質疑及び回答」の方法に従ってください。 

     ※ 複数回参加していただいても構いません。 

  イ 集合場所 

    京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９１番 

ラクトＢ ４階 南エレベーターホール 

  ウ 参加資格 

    「５ 応募資格」と同じ 

  エ 参加申込方法 

    上記①～④の日時の場合は７月２５日（火）午後５時までに、会社名及び参

加者全員の氏名（部署・役職名含む）を記載して、電子メールにより申し込ん

でください。上記⑤⑥の日時の場合は８月１日（火）午後５時までに上記と同

様の方法で申し込んでください。 

なお、当日参加は受け付けません。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu5/category/70-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html
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  オ 申込先 

    三井不動産リアルティ株式会社 関西支店 ソリューション営業部 

    京都オフィス（担当：川田） 

    電話番号 ０７５－２５５－９３３０ 

    電子メール ractosportsplaza@mf-realty.jp 

  カ 留意事項 

(ア) 参加は１組５名以内とします。 

(イ) 「ア 実施日時」の①～⑥ごとに、原則、先着順で５組までとします。 

(ウ) 写真撮影は可能ですが、撮影したものを SNSに掲載するなど、本件に係

る目的以外の使用は禁止します。また、録画・録音は不可とします。 

 

（６）基礎資料の閲覧 

   本物件に関する基礎資料を閲覧することができます。また、電子媒体（DVD）に

て貸出も可能です。 

  ア 資料 

・ラクトＢに関する竣工図書（新築時の竣工図、改修工事の竣工図等） 

・ラクトＢ管理組合 全体管理規約及び施設部会管理規約 

・ラクトＢ管理費等取扱規則 

・本物件に関係する設備一覧表等 

・本物件に関係する備品一覧表等 

・本物件に関係する共用部及び専有部の修繕履歴 

・本物件に関係する設備等点検履歴 

・本物件専有部の大規模修繕費の内訳 

・本物件専有部の令和４年度点検結果一覧表 

・各種の登記事項証明書等 

・各種ハザードマップ（水害、土砂災害、地震） 

イ 受付期間 

    令和５年７月１９日（水）～令和５年９月１９日（火）（土日祝日を除く。） 

  ウ 受付時間 

    午前１０時から午後５時まで（正午から午後１時までを除きます。） 

  エ 受付方法 

 電話で事前に御連絡のうえ、上記期間内にお越しください。 

ただし、質疑については、質疑の受付期間（令和５年８月８日（火）まで）

しかお受けできませんので、御注意ください。 

  オ 閲覧場所・連絡先（申込先等と異なりますので御注意ください。） 

    京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 分庁舎３階 

    京都市建設局都市整備部市街地整備課（担当：清水、飛永） 

    電話番号 ０７５－２２２－３５８０ 
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８ 契約候補事業者の選定方法 

  公募型プロポーザル方式により、契約候補事業者を選定します。 

（１）審査の方法等 

申込事業者から提出された書類及びプレゼンテーションの内容を基に、選定委

員会において審査を行います。 

ア 審査方法 

・ 「審査項目及び審査基準（別紙２）」における審査項目の小項目１～６につ

いては、５段階（１～５点）で評価を行い、重要度に応じて設定した係数を

乗じて、各項目の得点を算出します。なお、不適当と認められる場合は０点

とします。 

・ 各選定委員が採点した合計得点を踏まえ、選定委員会の合議を経て最終得

点を決定します。 

・ 価格評価については、次の計算式により得た得点とします。 

【計算式（小数点以下切捨て）】 

  ｛(買受希望価格)／(最高額の買受希望価格)｝×評価点２５点 

 

イ プレゼンテーション 

 ・ プレゼンテーションは１事業者３０分（説明２０分、質疑応答１０分）と

します。 

 ・ プレゼンテーションの実施者は２名までとしてください。共同提案者が３

者以上の場合は、各共同提案者につき１名としてください。 

 ・ 申込者から提出された書類以外の追加資料による説明は認めません。 

 ・ プレゼンテーションは令和５年１０月上旬頃を予定していますが、詳細な

開催日時、場所等については、別途通知します。 

ウ 失格事項 

・ 審査の合計得点が満点（１００点）の６割（６０点）未満である場合は、

失格とします。 

・ 本市が事前に定める最低売却価格を下回る場合は、失格とします。 

・ 提出書類の内容が不適当と判断した場合又は、いずれかの審査項目におい

て委員の過半数が不適当（０点）と判断した場合は失格とします。 

・ 故意に虚偽のある申込については、審査結果によらず失格とします。 

エ 共同提案の場合の評価 

・ 審査項目「活用計画の内容」のうち、特に小項目４～６については、個々

の事業計画の評価と共に、施設全体の総合的な計画としても評価します。 

 

＜選定委員会委員＞ ◎：委員長          （五十音順・敬称略） 

氏   名 所属等 

髙山 基則 （公社）京都府宅地建物取引業協会副会長 

寺田 鼓 市民公募委員 

◎長積 仁 立命館大学スポーツ健康科学部長 

日浦 有里子 税理士 
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（２）契約候補事業者の決定 

上述の「（１）ウ 失格事項」に該当せず、審査の合計得点が最高の得点を獲得

した者を契約候補事業者とします。 

申込事業者が１者の場合でも、上述の「（１）ウ 失格事項」に該当せず、契約

候補事業者として適当と認められる場合は、その者を契約候補事業者とします。 

なお、審査の結果、審査合格者なしとする場合があります。 

（３）審査結果の通知及び公表 

本市は、審査結果の決定後、本市から速やかに申込者全員に審査結果を通知す

るとともに、一連の審査の結果の概要（申込事業者名、審査結果、契約候補事業

者名、提案内容、契約予定価格等）については、本市のホームページ等で公表し

ます。 

 

９ 契約の締結等 

（１）契約の締結 

本市が指定する日までに、契約候補事業者は、「市有財産売買契約書（案）（別

紙３）」により、本市と仮契約を締結することとします。仮契約の締結は、本市行

財政局資産イノベーション推進室において行います。また、仮契約を締結できな

い場合は、次順位の者を新たな契約候補事業者とします。 

本件は、市会において「京都市ラクト健康・文化館条例を廃止する条例（仮）」

の議決に付したうえで財産処分を行う必要がありますので、当該議決後、本契約

に関する通知を郵送します。当該通知日から５開庁日以内までの本市が定める日

を本契約移行日（本契約締結日）とします。 

なお、市会の日程変更等に伴う議決の遅れによる契約の遅れや市会の議決が得

られなかった場合による契約候補事業者の決定が取り消しとなっても、本市に対

する損害賠償の請求、その他一切の請求は認めません。 

（２）費用の負担 

売買契約書（本市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙（売買金額に応じた

もの）は、契約候補事業者の負担となります。なお、本市が作成する文書は印紙

税非課税であるため、契約候補事業者保管用の契約書には収入印紙を貼付しませ

ん。 

（３）契約名義人 

申込事業者名義で契約を締結してください。共同提案の場合は、必ず「共同提

案の申込者全員」の名義で契約を締結してください。なお、本契約における債務

は連帯債務になります。 

（４）注意事項 

契約候補事業者が、本物件を公序良俗に反する用途に供するおそれのあるとき

は、契約を締結しない場合があります。 

なお、共同提案の場合又は活用計画の内容によっては、売買契約書の内容を変

更することがあります。 
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１０ 売買代金の支払 

   契約事業者には、本市が送付する納入通知書により、売買代金の全額を納付し

ていただきます。 

（１）支払日 

本契約締結後１４開庁日以内 

（２）支払金額 

   売買代金の額 

（３）契約保証金 

議決後、本契約への移行に関する通知を郵送しますので、本契約と同日に、売

買代金の１００分の１０（円未満切上げ）に相当する金額を契約保証金として納

付していただきます。なお、契約保証金には利子を付しません。 

※ 売買代金の全額を本契約締結日に一括納付いただくことで、契約保証金の支

払いを免除することが可能です。 

 

１１ 所有権移転登記及び買戻特約登記 

（１）所有権の移転 

   本物件の所有権は、売買代金全額の支払いが完了したときに移転します。 

（２）手続 

契約事業者から、登記嘱託請求書、登録免除税相当額の現金領収証書、買戻特

約に関する登記承諾書（兼登記原因証明情報）等の提出を受け、本市が所有権移

転登記及び買戻特約登記の手続を行います。 

  ※ 共同提案の場合は、構成員調書に記載された持分に従い、所有権移転登記を

行います。 

（３）費用の負担 

所有権移転登記に要する費用（登録免許税等）は、契約事業者の負担となりま

す。 

（４）手続の完了 

所有権移転登記が完了次第、契約事業者に登記完了証及び登記識別情報通知書

が交付され、全ての手続が完了します。 

なお、物件の取得に伴い、不動産取得税等、各種の公租公課が発生しますので、

御留意ください。 
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１２ その他 

（１）選定委員会委員との接触の禁止 

選定委員会委員に対して、直接、間接を問わず、本件に関する接触を禁止しま

す。接触の事実が認められた場合には、失格となることがあります。 

（２）契約候補事業者の取消し 

売買契約の締結までの間に、契約候補事業者として不適当と認められる事情が

生じたときは、契約候補事業者の決定を取り消す場合があります。この場合、次

点者を契約候補事業者とします。 

なお、この場合、本市に対する損害賠償の請求、その他一切の請求は認めませ

ん。 

（３）使用する言語及び通貨単位 

本件において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限るもの

とします。 

 

１３ 日程 

募集要項の配布 令和５年７月１９日（水）～令和５年９月１９日（火） 

基礎資料の閲覧 令和５年７月１９日（水）～令和５年９月１９日（火） 

現地見学会 令和５年７月３１日（月） 

①午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

②午後２時から午後４時まで 

令和５年８月１日（火） 

③午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

④午後２時から午後４時まで 

令和５年８月７日（月） 

⑤午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

令和５年８月８日（火） 

⑥午前１０時１５分から午後０時１５分まで 

質疑の受付期間 令和５年７月２４日（月）～令和５年８月８日（火） 

申込書類の受付期間 令和５年９月１１日（月）～令和５年９月１９日（火） 

選定委員会（プレゼンテ

ーション審査） 

令和５年１０月上旬頃（予定） 

契約候補事業者の決定 令和５年１０月下旬頃（予定） 

契約締結・売買代金納入 令和５年１２月頃（予定） 

所有権移転等の登記 令和６年１月頃（予定） 

 

１４ 問合せ先 

    京都市下京区四条烏丸東入る長刀鉾町８番地 京都三井ビルディング６階 

三井不動産リアルティ株式会社（本物件の売却関連業務受託者） 

    関西支店 ソリューション営業部 京都オフィス（担当：川田） 

    電話番号 ０７５－２５５－９３３０ 

    電子メール ractosportsplaza@mf-realty.jp 


